事務連絡
平成26年2月27日
各社会福祉施設等管理者　殿
東京都福祉保健局

障害者施策推進部長
社会福祉施設等におけるノロウイルスの予防啓発について
　　平素からノロウイルス等の感染予防対策に御協力いただき、御礼申し上げます。

　　今般、学校給食の食パンを原因とするノロウイルス食中毒が発生し複数の学校で学校閉鎖等が行われたことを受け、別添のとおり、「ノロウイルス食中毒の発生予防について」（平成26 年1月27日食安監発0127第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知）が発出されたところです。
現在、社会福祉施設等において、集団感染や死亡事例が発生していることから、各施設等におかれましては、下記による行政情報等により手洗いの徹底や、糞便・吐物の適切な処理等、ノロウイルスの感染予防対策の啓発に努められますよう改めてお願いいたします。なお、感染が疑われる症状が現れた場合には、速やかに医療機関に受診させるとともに、施設内での感染拡大防止について、管轄の保健所と連携して対応していただきますようお願いいたします。
記
　　１　添付資料
　　（１）社会福祉施設等におけるノロウィルスの予防啓発について
（平成25年12月4日付け厚生労働省関係課連名　事務連絡）
　　（２）感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発について
（平成25年11月20日付け厚生労働省関係課連名　事務連絡）
　　（３）ノロウイルスに関するＱ＆Ａ
２　参　考

　　（１）【国】ノロウイルスに関するＱ＆Ａ（最終改定：平成25年11月20日）

　　　　http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html
　　（２）【都】社会福祉施設等におけるノロウイルス対応標準マニュアル

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/noro/manual.html
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